
六級職 上級 上級(甲) 上級(乙) Ⅰ種 総合職(院卒) 総合職(大卒) Ⅱ種 一般職(大卒) 五級職 中級 四級職 初級 Ⅲ種 一般職(高卒)

(昭24.１) (昭32.８) (昭35.７) (昭35.７) (昭60.７) (平24.4) (平24.4) (昭60.７) (平24.6) (昭24.１) (昭32.12) (昭26.１) (昭31.１) (昭60.10) (平24.9)

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

昭和24 4 4,223 3,565

26 1 5,500 4,450

4 5,500 4,450 3,850

10 6,500 5,200 4,600

27 11 7,650 6,000 5,400

29 1 8,700 6,600 5,900

31 4 8,700 6,600 5,900

32 4 9,200 7,400 6,300

33 4 9,200 7,400 6,300

34 4 10,200 7,800 6,700

10 10,680 8,200 7,040

35 4 10,800 8,400 7,400

10 12,000 9,300 8,300

36 4 12,900 12,000 9,300 8,300

10 14,200 13,200 10,700 9,500

37 10 15,700 14,700 12,200 11,000

38 10 17,100 16,100 13,600 12,400

39 9 19,100 18,100 15,600 14,100

40 4 19,610 18,580 16,000 14,440

9 21,600 20,500 17,900 16,100

41 9 23,300 22,100 19,500 17,300

42 8 25,200 23,900 20,900 18,400

43 4 25,302 23,996 20,980 18,468

7 27,702 26,396 23,080 20,068

44 4 27,906 26,588 23,240 20,204

6 31,306 29,788 26,240 23,004

45 4 31,510 29,980 26,400 23,140

5 36,100 34,500 30,700 27,300

46 5 41,400 39,500 34,400 32,100

47 4 47,200 45,300 39,900 37,500

48 4 55,600 53,500 47,500 44,800

49 4 72,800 70,000 62,500 59,200

50 4 80,500 77,300 69,700 66,000

51 4 86,000 82,500 74,300 70,300

52 4 91,900 88,000 79,300 74,900

53 4 94,600 90,500 81,400 76,600

54 4 97,500 93,200 83,900 78,900

55 4 101,600 97,000 87,200 82,000

56 4 106,900 101,900 91,500 85,900

58 4 109,100 104,000 93,400 87,700

59 4 112,800 107,500 96,600 90,700

60 7 118,800 113,200 101,700 95,500

61 4 121,600 115,900 97,800

62 4 123,600 117,900 99,500

63 4 141,000 121,100 102,200

採用試験の種類

国家公務員の初任給の変遷（行政職俸給表(一)）

適用年月

年 月

高等学校卒業程度短期大学卒業程度大学卒業程度

昭和32年

から「上

級」に名称

昭和35年に

「上級(甲)」

と「上級

(乙)」に分割

昭和60年

から「Ⅰ種」

に名称変

更

昭和60年

に廃止

昭和60年

に新設

昭和31年か

ら「初級」に

名称変更

昭和60年

から「Ⅲ

種」に名称

変更

昭和32年

から「中

級」に名称

昭和60年

に廃止



六級職 上級 上級(甲) 上級(乙) Ⅰ種 総合職(院卒) 総合職(大卒) Ⅱ種 一般職(大卒) 五級職 中級 四級職 初級 Ⅲ種 一般職(高卒)

(昭24.１) (昭32.８) (昭35.７) (昭35.７) (昭60.７) (平24.4) (平24.4) (昭60.７) (平24.6) (昭24.１) (昭32.12) (昭26.１) (昭31.１) (昭60.10) (平24.9)

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

採用試験の種類
適用年月

年 月

高等学校卒業程度短期大学卒業程度大学卒業程度

平成元 4 146,600 126,300 106,600

2 4 157,300 143,100 117,300

3 4 168,000 153,700 124,900

4 4 175,300 161,400 131,900

5 4 179,200 164,900 134,900

6 4 180,500 167,200 136,500

7 4 180,500 169,000 137,900

8 4 181,400 171,000 139,300

9 4 183,200 173,000 140,700

10 4 184,200 174,200 141,700

11 4 184,200 174,400 141,900

14 12 180,900 171,500 139,500

15 11 179,800 170,700 138,800

17 12 179,200 170,200 138,400

19 4 181,200 172,200 140,100

25 4 203,600 181,200 172,200 140,100

26 4 205,400 181,200 174,200 142,100

27 4 207,900 181,200 176,700 144,600

28 4 209,400 182,700 178,200 146,100

29 4 210,400 183,700 179,200 147,100

30 4 211,500 185,200 180,700 148,600

31 4 213,000 186,700 182,200 150,600

令和4 4 216,000 189,700 185,200 154,600

5 4 224,100 200,700 196,200 166,600

6 4 244,800 230,000 220,000 188,000

備考 (1) 　人事院が設置され、初めての国家公務員採用試験が行われた昭和24年以降の初任給を掲載している。

(2) 　給与法等の改正により金額に変更のあった時期（適用年月）を基本に掲載しており、各金額は各採用試験により学卒後直ちに採用され、行政職俸給表(一)の適用と

なった場合の俸給月額であり、諸手当(地域手当等)は含まれていない。

(3) 　各試験ごとに、第１回目の試験が実施された翌年度から、当該試験が廃止又は名称変更等された年度までの初任給を掲載している。

(4) 　採用試験名の下の括弧内は、各採用試験の初回実施年月を示す。

(5) 　平成24年4月1日から平成26年3月31日までの2年間、国家公務員給与は、給与改定・臨時特例法により、4.77%減額して支給された。

平成24年

に新設

平成24年

に新設

平成24年

に廃止
平成24年

に廃止

平成24年

に新設
平成24年

に新設

平成24年

に廃止


